
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１－－２２－－２２（（３３））  各各ササーービビススのの独独立立性性  ままととめめ（Ｐ１９）  

  ブロードバンド市場におけるＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨの各部分市

場の位置付けに関連して、意見募集から得た意見を脚注に注記。 

 

 

ＶＶ－－１１（（３３））  基基本本方方針針にに定定めめたた目目的的のの反反映映（（目目的的３３：：政政策策のの国国際際的的なな整整合合））  

  （Ｐ５１）  

  ＥＵにおける市場の見直しの動向等について脚注に付記。 

 

 

別別添添１１  競競争争評評価価アアドドババイイザザリリーーボボーードド（Ｐ５６）  

  別添１の競争評価アドバイザリーボードの概要に、第３回の開催結果を追

加。 

 

 

別別添添３３  需需要要者者かかららのの収収集集デデーータタ（（質質問問内内容容とと回回答答デデーータタ））（Ｐ６９）  

  利用者アンケート調査から用いた図表に関する記述統計を別添３として追

加。 

 

 

 

市市場場画画定定２２００００６６（（案案））かかららのの主主なな変変更更点点  

本年２月２３日に原案を公表した「電気通信事業分野における市場画定２０

０６（案）」について、意見募集の結果や競争評価アドバイザリーボードで頂

いた御意見等を踏まえて変更した主な点は以下のとおりです。 

なお、このほかにも、文章の適正化を図るための軽微な修正を行っています。

資資料料３３ 


